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令和４年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その７ 

令和４年２月21日（月） 

                                                                            

（午後３時55分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番６、16番 田中君。 

〔16番（田中博晃君）登壇〕 

○16番（田中博晃君）皆さま、こんにちは。

今日の最後になるかと思います。 

 私の橋本市のいいところといえば、やっぱ

り暗いところかなと。というのは、やっぱり

以前からいろんなところで質問もしているけ

ども、星関係が好きなので、ただ、それって

きっとお金に生まれ変わるんじゃないか。 

 ほどよい自然、手の入った自然と放置の自

然は全然違って、こうやって、うち、橋本市

のように、よそからすごく交通の便がよくて

来やすいところというのは、きっとこういう、

よそにはない、自然のないところではもう自

然はつくれませんから、そういった意味では、

これがお金に変わるんじゃないかなという気

がしております。そして、それでよそからの

お金を稼げたら、橋本市の市民のために少し

でもなるんちゃうんかなと。 

 何か今日は橋本市のいいところをしゃべる

流れやったような気がしたので、言わせても

らいました。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を

行います。 

 まず、一つ目、通学路安全点検の実施時期

と対策について。 

 通学路安全点検は、教育委員会や健全育成

会、各学校やＰＴＡ、地域の方々が中心とな

って、２年に一度行うものであります。しか

し、他の自治体での様々な事故等から、その

点検は回数を増やし、本市通学路危険箇所の

改善や問題点の洗い出しも進んでいます。 

 しかしながら、点検時期により、本市の通

学路危険箇所となる可能性のある場所を見落

としていることもまた事実です。例えば、冬

場では、道路の凍結やカーブミラーの結露、

凍結により見えないといった情報も教育委員

会や建設部局に届いていると考えています。 

 そこで、安全点検の時期を偏らないような

配慮、または、回数を増やすことや、優先順

位や予算の問題は承知した上で、冬季のカー

ブミラー対策や道路凍結による安全対策につ

いての本市の考え方をお伺いいたします。 

 ２項目め、オンライン申請についてです。 

 以前から業務の簡素化や市民がより便利か

つ簡潔に様々な申請を行えるよう、オンライ

ン申請についての一般質問や各課との直接の

協議を行ってきました。そのような中で、文

教・体育施設については、今年４月からネッ

ト申請ができるようになると聞いています。

また、令和７年を目標に各種申請や登録がオ

ンラインにより行えるようになるというふう

にも聞いています。 

 近隣自治体を見てみると、以前にも紹介し

た奈良市の国民健康保険ＬＩＮＥ手続きをは

じめ、最近では紀の川市スマート申請など、

24時間365日、どこでも申請や手続きができる

制度があまた始まっています。 

 奈良県王寺町ではＬＩＮＥによる安全・安

心メールで配信していた防災・防犯情報に加

え、イベント情報などの発信や、ＡＩによる

チャットポットシステムでいつでもどこでも

24時間365日、町に質問ができるシステムが確

立されており、王寺町に確認したところ、ス

マホを持つ町民の２人に１人が登録し、チャ

ットでもごみの出し方や各種手続き方法など
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の問合せが相当数あると聞いています。 

 本市においても、水道部局において開栓の

申請ができるようになっています。また、本

市ＬＩＮＥでは道路状況の情報提供を受ける

システムが構築されており、非常に便利です。 

 業務の簡素化や市民の便利さ、コロナ禍に

おける庁舎内での混雑緩和、人と接する機会

が少しでも減少させられるよう、また、以前

の質問で取り上げた需要回復対策助成金のよ

うなものが今後行われることを念頭に置き、

オンライン申請及びその情報発信について、

進捗及び市の考え方を問います。 

 ①文教・体育施設のオンライン申請につい

ての進捗は。 

 ②マイナポータルの活用状況について。 

 ③各種申請において本人確認や自署等が不

要な申請については、できるところからオン

ライン申請やメール申請を始めてみては。 

 ④ＬＩＮＥによる積極的な情報発信や手続

きについての考え方は。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君の質問項

目１、通学路安全点検の実施時期と対策に対

する答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）通学路安全点検の

実施時期と対策についてお答えします。 

 本市では、平成27年３月に策定した橋本市

通学路交通安全プログラムに基づき、教育関

係者、道路管理者、交通安全管理者等が参加

して、２年に１回のペースで合同点検を実施

することとしています。 

 しかし、令和元年、滋賀県大津市において、

令和３年には千葉県八街市において、登下校

中の児童生徒が死傷する事故が相次いだこと

から、その都度、合同点検とプログラムの見

直し等を実施しています。実施時期について

は特段の取決めはしていませんが、これまで

どおり冬場を含めて、適宜実施したいと考え

ています。 

 議員ご指摘のとおり、冬場には路面凍結な

ど他の季節にはない危険性もありますので、

臨機応変に危険箇所を回避するなど、児童生

徒への安全指導により一層努めてまいります。 

 なお、カーブミラーの結露や凍結に関する

対策が必要な箇所については、各学校から情

報を収集した上で、通学路安全推進会議の各

機関と情報を共有し、その改善策について協

議してまいります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君、再質問

ありますか。 

 16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 自分も通学路安全点検、ＰＴＡの役員ずっ

とやっていて、それこそ合併する前から参加

させていただいておるんですけれども、今思

い起こせば、これ自分の反省なんですけれど

も、どうしても横断歩道がちょっと消えかけ

て見えにくいとこであったり、歩道、ガード

レールがないやんかとか、また、側溝、溝っ

こが深くて危ないとか、そういうところにば

っかり目が行っていたのかなと。 

 もちろん、当時も冬場の点検とかもあった

んですけれども、そこがすごく今、自分自身

で反省せなあかんな、気づかんかったなとい

うところです。 

 ここで写真を１枚見てほしいです。お願い

します。 

○議長（小林 弘君）暫時休憩いたします。 

（午後４時４分 休憩） 

                     

（午後４時４分 再開） 

○議長（小林 弘君）再開します。 

○16番（田中博晃君）これ、あそこ、橋本イ
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ンターチェンジから県立体育館へ向いて行っ

て、ちょうど橋高の北側に入っていく、カル

バートというのかな、あれを超えたところの

カーブミラーです。 

 これも、私もよく通るし、あそこって、結

構冬の時期というのがずっと結露します。東

側からか、上から下り坂で車が下りてくるん

ですけれども、それを見ようと思ったら、結

構、車の前を出さんと見えれへんなってしま

うとこで、これも私も見に行きましたし、市

民の方からも言われて、建設部局にちょっと

お願いしたところ、結構看板たくさんつけて

くださって、本当に迅速な対応をしていただ

いて、ありがとうございます。 

 そこで、ちょっと確認したいんですけれど

も、カーブミラーの結露、凍結なので、見え

にくい等の情報というのか、そういうのは建

設部局にも届いておりますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）毎年ではないんで

すが、冷え込みが強い朝や霜が降りた早朝な

ど、かーブミラーが結露や凍結により真っ白

になり、見えづらくなる等の何か対策ができ

ないかと、過去に数件の問合せがあります。 

 そういった問合せに対しては、カーブミラ

ーはあくまで死角の状況確認を補助する施設

で、運転者自身の直接目視によることが原則

ですので、注意して通行していただくようお

願いしておるところです。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）とはいえ、やっぱり見

えにくいところもたくさんあるというのが事

実です。私も結構、朝、回ったりしたんです

けれども、もう冬場って結構どこともなのか

なと。これはもうちょっとどこがどうとは言

えれへんし、壇上でも言うたけれども、どう

してもお金がかかる。ネットなんかでカーブ

ミラーの、例えばコーティングやっているや

つとか、いいやつやったら、電熱入ったやつ

と調べたら、通常の４倍、５倍の値段がする

のかなというふうに確認しております。 

 とはいえ、やっぱり安全という面を考えた

ら、要るところには要るのかなというふうに

思うんですけれども、今後、もう一度、建設

のほうなんですけれども、カーブミラーの更

新とかである場合に、例えばテストでこうい

うのを一度試してみようとか、そういうこと

というのは考えられないでしょうか。いかが

ですか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）道路管理者として

は、通学路の安全性を高めて安心して利用で

きる道路空間を提供していくというのが基本

やと考えております。曇り防止機能を備えた

カーブミラーには、先ほど言われた電熱式や

蓄熱方式、コーティング加工など様々なもの

があるんですが、本市においてはこれらの設

置事例はありません。 

 今後、対策として、まず導入コストも踏ま

えながらですけど、試験的にカーブミラーを

設置して、その効果を検証していきたいと考

えておりますので、ご理解のほどよろしくお

願いします。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。ありがとうございます。 

 改めて、今度は教育委員会のほうにお伺い

したいんですけれども、今、カーブミラーに

はそういった安全のほうというのがあるんで

すけれども、以前から私も様々な役、市民会

議はじめいろんなところで役をさせていただ

いている中で情報として入ってきたのが、や

っぱり雪とか、雪の場合は事前に予報という

のがあって分かるんですけれども、また、凍

結も予想されるときに、やはり教育委員会も、

学校でいろいろやってくださっているのは知
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っとるんですけれども、改めて教育委員会の

ほうから各学校に対して、柔軟に通学路を限

定で変更するとかという連絡をしてほしいな

と。 

 といいますのは、以前こういう話が、もう

５年か６年前やったんですけれども、あって、

実際とあるところの学校に行っても、ええ返

事もらえやんかったということも正直ありま

した。ですから、やはり学校サイドが、教育

委員会のお墨つきという意味ではないんです

けれども、やりやすいような対策ができるよ

うに、柔軟にそういうときは変えてええんや

でという連絡をしてあげてほしいんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）それぞれの小・中

学校、それぞれ設置の地形的なものであった

りとか、また気象条件によって、そういう凍

結であったりとか、しやすい箇所であったり

とか、いろいろ学校によって違いはあるかと

思います。 

 これまでもある一定、柔軟に対応してほし

いというようなお願いはしてまいりましたけ

ども、改めて、気象条件等も踏まえて臨機応

変に対応していただいて、また、学校長が一

番やっぱり学校周辺の道路状況等をよく把握

しておりますので、その件については学校に

改めて指導して、学校のほうにその判断を委

ねていきたいというふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。やっぱりもう通学路、子どもらの安全

というのがどうしてももう一番になってきま

すし、もうこればっかりは、特に冬場は滑っ

たり、車のスリップとかも、どこが安全かど

うかももしかしたら分かりづらいところもあ

るんですけれども、やっぱり一番大切なのは

子どもたちの安全というところになりますの

で、教育委員会のほうでもしっかりと学校に

も連絡していただきたい。 

 また、場合によっては建設部局ときっちり

と話合いをして、例えば、予算のこともある

のは分かっていますけれども、できるところ

から、凍結も結露もそうですけれども、安全

面の対策をやっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 １問目を終わります。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、オ

ンライン申請に対する答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）オンライン申請の

進捗についてお答えします。 

 まず、一点目の、文教体育施設に係るオン

ライン申請については、施設予約等システム

導入委託として公募型プロポーザルで事業者

を選定し、令和３年10月１日付で契約を締結、

令和４年４月運用開始に向けて最終の調整を

進めているところです。 

 このシステムは、これまで公共施設等を利

用するとき、施設の空き状況を電話や窓口で

確認し予約していたものを、オンラインでも

空き状況の確認や予約ができるようにするも

のです。これにより、利用者の利便性の向上

とともに、受付業務の効率化を図ることがで

きます。また、対面業務を減少させることで

新型コロナウイルス感染症等の拡大防止につ

ながることになればと考えています。 

 今回対象としているのは、社会体育施設の

体育館、グラウンド、テニスコート、橋本市

運動公園や住吉運動公園のテニスコート、グ

ラウンド、文化会館、産業文化会館、東部コ

ミュニティセンターです。 

 運用開始に向けては指定管理者とも協議を

しながら調整を進めているところで、できる

だけ利用者にとって分かりやすく便利なもの
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となるよう努めてまいります。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）次に、二点目

の、マイナポータルの活用状況についてお答

えします。 

 オンライン申請、申請書の入力や印刷等が

できるぴったりサービスにおいて、現在、本

市で利用可能な手続きは16件あり、令和４年

度には、国が示している子育て、介護関係の

手続きについて拡充を予定しています。 

 次に、三点目の、本人確認や自署等が不要

な各種申請におけるオンライン申請やメール

申請の開始については、令和２年度から申請

手続きの押印見直しを行うとともに、メール

やホームページの定型フォームによる申請も

一部実施しています。 

 また、令和５年度運用開始をめざした、国

が示す子育てや介護関連のオンライン申請の

拡充や、これら以外の各種申請のオンライン

化を進めるに当たり、メールやホームページ

からの申請についても整理を行いたいと考え

ています。 

 最後に、四点目の、ＬＩＮＥによる積極的

な情報発信や手続きについての考え方につい

てお答えします。 

 本市では現在、おただしのＬＩＮＥのほか、

フェイスブックやインスタグラムなど複数の

ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービ

ス）を利用して情報発信を行っています。 

 ＬＩＮＥラインについては、シティセール

ス推進課が平成28年９月から、移住定住を推

進するために本市に対する関心や愛着の醸成

を図ることを目的として、市内外の子育て世

代をターゲットに、登録者へイベントや子育

て情報などのお勧め情報を、各担当部門から

情報提供を受けてプッシュ型で配信している

ところです。 

 ＳＮＳの中でも利用者数の多いＬＩＮＥを

利用した情報発信については、市民の利便性

向上の面からも有効であると考えますが、一

方で、現在登録いただいているターゲット層

に関心のない情報が増えることは、ブロック

につながる可能性があることから、フェイス

ブック等、他のＳＮＳとの情報発信のすみ分

けについて留意しながら取り組んでいく必要

があります。 

 手続きにつきましては、先ほど答弁させて

いただきましたように、今後、各種手続き等

のオンライン化を進める中で運用について整

理し、来庁することなくオンラインのみで完

結する手続きや申請を拡充させていきたいと

考えています。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君、再質問

ありますか。 

 16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。それでは、再質問させていただきます。 

 文教体育施設については今年６月ぐらいか

ら使えるようになる予定ですね、うまいこと

いったら、４月からということは。 

 実は、高野口町時代、合併する前にも高野

口町では申請できるようなシステムがもうあ

りました。今回、橋本市もやっていただける

ということで、やはり今まで、皆さん経験あ

る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、

朝、この日の体育館を取りたいといったら、

振興公社の前へ、朝ほんま４時、５時から並

んでというのがずっとでした。 

 それがオンライン申請できるということに

なるんですけれども、ここで一つ気になるの

が、オンライン申請と、恐らく窓口申請の方

もいらっしゃると思いますので、こちら、不

公平は絶対生じたらあかんようにせなあかん

のですけれども、その辺りについてはどんな

対策を取られる予定でしょうか。 
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○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）今回のオンライン

申請と窓口での受付ということになるんです

けども、基本的にどちらにおいても、利用し

たい日に合わせて予約開始日と予約時間が決

まるというふうに考えています。これは基本

的に各施設の開館日、つまり職員が勤務して

いる日に限るように考えておりまして、窓口

で受付した場合も速やかにこのシステムのほ

うに入力して予約を反映していくと。それに

よって不公平が生じないような形を考えてお

ります。 

 ただ、やはりオンラインでの申請を生かす

ということを考えますと、スタートは同じな

んですけども、終わりについては、窓口の場

合は勤務時間までということになりますけど

も、オンラインにおいては、これは勤務時間

終了後も予約はできますので、そういうふう

な利点はオンラインの場合にはあるかという

ふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ありがとうございます。

そらそうやわな、日でいくんやから。 

 じゃ、その場合はやっぱり、かぶった場合

は抽せんになるのか。特に最初は、社会教育

団体等で仮に同じ日に借りたいと、オンライ

ンと、オンラインでもかぶるかもしれへんし

窓口でもかぶるかもしれない。そういう場合

は抽せんになるという解釈でいいのか。 

 また、併せて、場合によってキャンセルと

かも出るかもしれないんですけども、そこも

併せて答弁いただけますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、キャンセル

から先に答弁させていただきます。 

 今回、オンラインでした場合の予約につき

ましては、予約を確定している段階ですので、

オンライン上でのキャンセルは可能です。た

だし、料金は基本は前払いというような形に

なっておりますので、発生する料金をお支払

いいただいた段階で使用が確定いたしますの

で、その際はオンラインでのキャンセルはで

きませんので、こちらに連絡をいただく、も

しくは窓口に来ていただくような手続きが必

要になってまいります。 

 それから、予約を同時に同じような方が来

た場合、どういうふうな、優先順位があるの

かというおただしかと思います。基本的に現

在は先着順で予約はしておりますけども、今

回システムが導入されれば、まず、システム

上におきましては、社会教育関係団体をまず

優先はしていきたいと。その次に市内の方を

優先させていただいて、最後に市外の方とい

うことで、ある一定、これはそれぞれの施設、

体育施設や文化施設によって若干の期間の違

いはありますけども、社会教育関係団体、市

内、市外という形での優先順位は考えてござ

います。 

 ただ、社会教育関係団体につきましては、

同じ施設に利用の申請がかぶった場合、ダブ

った場合には抽せんをさせていただくと、そ

ういうふうに考えてございます。 

 ただし、指定管理施設、指定管理者の施設

については、これはやはりある一定、指定管

理者さんに利用の条件等は委ねておるところ

がありますので、市のほうの原則の考え方は

お伝えいたしますけども、場合によってはそ

ういう、社会教育関係団体の優先順位はない

場合もあるかというふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）今、指定管理者という

お話もいただいたんですけれども、ここから

先、将来また指定管理者が変わる可能性もあ

るわけですけれども、そういった場合でも、

指定管理先もこのシステムを導入して使える

という解釈でよろしいでしょうか。 
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○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）現在、橋本市運動

公園、産業文化会館が指定管理施設になって

ございます。今後も指定管理者にもこのシス

テムを活用して予約の受付をしていただくと。

現在、今、文化スポーツ振興公社とも協議を

しておりますけれども、窓口に専用の端末も

設置してくれるというようなお話も聞いてお

りますので、このシステムを利用していただ

きたいというふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。ほんま、今までウェブ会議、調整会議

等も集まっていたのが、コロナのこともあっ

て、今回メールでということで、あれ、でき

るやんというのが正直な感想です。何で今ま

で集まっていたのかなというのが。 

 最後にもう１個だけ確認したいんですけれ

ども、学校施設、今、答弁では学校施設はな

かったんですけれども、実際、学校施設、登

録団体が使うので、登録団体の方のどなたか

が学校へ申請に行って、学校で許可をもらっ

たのを、現在、教育委員会に持っていくとい

うので貸出しが成立しておりますけれども、

結構、学校も時間帯で忙しい時間帯等もあり

ますけれども、そういったところを考えた場

合、もう今すぐとかは言いませんけれども、

近い将来もしかしたら、一番、学校がメール

等の申請されたほうがうまいこといくんちゃ

うかなと。 

 急に保護者なのか団体の方が来て対応せん

でもええしということがあるんですけれども、

そういった場合の、近い将来、学校関係につ

いてもやっていけるのかな、考えてほしいな

と思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）このシステムの対

象には、実は小・中学校の体育館、グラウン

ドは対象となっておりません。これは、ほぼ

ほぼ利用する団体が市内のスポーツ団体、協

会等の団体が使っておりますので、ほぼほぼ

事前の調整の予約で年間のスケジュールが決

まります。 

 その関係で、この予約システムというのは

あまり有効には活用できないという判断でシ

ステムから対象を外しておるんですけども、

今、議員のおただしのとおり、では、オンラ

インでの手続きはということになってきます

と、本当に今、コロナ禍で実証実験的になっ

たのかなとは思うんですけども、有効にそう

いうオンラインを活用した形での手続きも簡

素にできたらなというふうには考えておりま

すので、早急に市のホームページ等を通じて、

専用フォーム等も入れて、ある一定の、そう

いう形での申請手続きまでできるような形を、

ちょっと至急に、早急に構築していきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 今まで様々なこういった質問をさせてもら

ってきたんですけれども、結構、一般質問で

もそうですし、また、所管課のほうでお話し

させていただいてきて、一番引っかかってい

るのが判こ、印鑑、押印というのか、そこな

んですけれども、以前から質問でも支援給付

金の話もさせていただきました。 

 その時なんかでも、窓口に結構人が集まっ

て混雑していたのかなと、そういうときもあ

ったのかなと。そうなった場合に、おる職員

が総出でというような感じで、業務も止まっ

ていたように私からは見えました。 

 確かに、窓口に来ていただくことで現状の

聞き取り調査というのはすごくできるのかな

と思うんですけれども、どうしても今このご
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時世というのは、人、混雑を避けたいという

のもありますし、また、昼間は仕事でなかな

か市役所に行けやんねんということで、自分

自身、代わりに代行で持っていったことも何

回もあります。 

 将来、オンライン申請をやっていくにつけ

て、仮に申請が100件あったとしても、そのう

ちのたとえ10件でもオンラインに回ったら、

その分、混雑の緩和にもなるのかなというふ

うに考えています。 

 請求書関係、特に支援、何というんやろ、

給付金というのか補助金というのかよくその

辺分からないんですけれども、請求書の印鑑、

判こについて、知り合いの税理士とかいろい

ろ調査していったんですけれども、信頼、信

用という点では判こ、印鑑は大変有効なんや

けれども、法的には特に必要ないと。弁護士

の方に聞いても、いや、口頭でも契約成立す

るやんかというような答えもいただいており

ます。 

 コロナ関係の国・県の補助金等についても、

ネットからオンラインのみの申請で、特に印

鑑が要るということもありません。実際、私

だけじゃなくて、いろんな方も代行申請され

た方おるんちゃうかなというふうには感じて

おります。 

 特にこの時期なので、スピードが優先する

される補助金等の請求の印鑑の必要性につい

てなんですけれども、ここについて会計管理

者はどのような見解をお持ちでしょうか。 

○議長（小林 弘君）会計管理者。 

○会計管理者（櫻井省吾君）田中議員のおた

だしについてお答えします。 

 橋本市会計事務規則におきましては、支出

命令をする場合、収支命令者である所属長は

支出命令書に請求書等を添付の上これを行わ

なければならないとなっております。ただ、

請求書を提出させることが困難な場合等にお

いては支払額調書をもってこれに代えること

ができると規定されております。 

 もし、そういう申請等があった場合に要綱

等というのをつくられておると思うんですけ

ども、それに、要綱等で様式等をうたわれて

おれば、それで対応できるのかなというふう

に考えます。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）今すぐできるかどうか

は別として、その課で要綱等をつくっておい

て、こういう場合は判こは要らんのやでとい

うふうにしておけば印鑑なしでもできるとい

う答えで、会計管理者、よかったですか。要

綱等をつくればそれでいけるという答えでよ

ろしいのか、もう一回答弁いただけますか。 

○議長（小林 弘君）会計管理者。 

○会計管理者（櫻井省吾君）先ほどお答えさ

せていただきましたけれども、要綱等をつく

っておって、その様式の中で印鑑なしという

ような様式でつくっておれば、請求書を印鑑

なしであっても対応できるのかなと考えます。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）できたんや。しかし、

正直何か、そない、ひょっとしたら、みんな

そう思ったんちゃうんという感じです。でき

たんや。もちろん、印鑑あるなしもそうやし、

添付ファイル等の問題もあるので、たちまち

できるできれへんはありますけれども、でき

るそうです、皆さん。 

 過去に質問しているので、今度、経済推進

部に質問しますけれども、これは別に市の手

続きのことで、過去に質問したから、そこを

聞くだけで、もしかしたら皆さんの課にも当

てはまるかもしれないんですけれども、今、

会計管理者のほうからそういった答弁がござ

いました。 

 要綱をつくって、きっちりとできるような

体制があれば押印等がなくてもできますよと
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いうことなんですけれども、今後、今後のこ

とです。別に年度内とかそういう意味ではな

くて、今後、もしかしたらまた、先ほど話し

た支援給付金のようなもの、これは経済推進

部だけですけども、ほかもあるかもしれない

んですけども、そういったことがある場合に、

これについてはやっぱりスピード感がすごく

優先されるのかなという気が私しております

ので、そういった場合に対応等は、これはも

う経済推進部に直球で聞きますけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）おただしの件

ですが、今回、議会開会日に承認いただきま

した商工業者事業継続支援給付金（第２回）

については、まず制度ができましたというこ

とを本当にスピードを持って周知することが

大事だということで、第１回で申請のあった

事業所約530軒に、先週２月の17日に文書にて

事業実施の案内をしたところです。今月２月

25日から申請を受け付ける予定ですが、送付

させていただいたら、早速、問合せ等をいた

だいています。 

 おただしのオンラインでの申請について今

回検討は行っていませんが、先ほど12番議員

の中で説明させていただいた、12月に実施し

ました業況アンケートについては、紙ベース、

オンラインでの回答も取組をさせていただき

ました。回答のあった400件のうち60件、15％

がオンラインで回答をしていただきました。 

 今後についてですけど、本市においてはま

だまだ高齢の方での事業運営をされている方

等もおられる中で、対面での申請を必要とさ

れる方が多いと思いますが、窓口対面申請を

基本としつつも、しかしながら、利便性を高

めるためにオンライン申請も選択肢の一つで

はないかと思いますので、今後検討していき

たいというふうに考えます。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。もう部長が答弁されたとおり、みんな

がみんなオンライン申請というわけでもござ

いませんが、でも、少なからずそっちがいい

という方もいらっしゃいますので、ちょっと

仕事が増えるかもしれませんけれども、両方

でできるようなことを検討していっていただ

いて、できたら早い時期にそういうふうにな

ればいいなというふうに思っております。 

 写真をお願いしていいですか。これ、水道

環境部のネット申請のフォームなんです。こ

れは秘書広報課で作っているフォームなんで

すけれども、すごく内容がきっちりできてい

て、今後、システムの改修が必要なんですけ

れども、添付ファイルさえつけられたら、も

うほぼほぼいけるのかなというような内容に

なっております。 

 ちょっと質問したいんですけれども、水道

環境部が結構早い段階でこれを使えるように

やってくれているんですけれども、実際にオ

ンライン申請というのはどれぐらいあります

でしょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えします。 

 そもそもシステムは一昨年12月から始まっ

たばかりでございます。そのうち、全開栓件

数のうち３％弱という形になっております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ありがとうございます。

３％弱といえ、やはりその時間帯とかで、ふ

だんは昼間、開栓は電話をして水道を開けて

くださいと言うんですけれども、どうしても

夜間とかで連絡しづらい場合もあります。こ

ういった場合にこのシステムというのはすご

く有用なのかなというふうに感じております。 

 こういうのってもっとホームページとかト

ップに来たらいいのになと思いますので、も



－91－ 

しかしたら、今後ほかの部署もできたときに、

オンライン申請はこちらみたいなところがで

きたらいいなと勝手に思っております。 

 改めて、次の質問に入ります。ＬＩＮＥの

運用についてです。 

 現在、経済推進部のほうが窓口というのか、

よその課から来た情報をＬＩＮＥのほうで上

げていただいておるんですけれども、その辺

りの課題とかというのは何かございますでし

ょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）シティセール

ス推進課において平成28年９月から運用して

います。現在、登録されている方は約3,000

人です。登録されている方の中には、例えば

もう子育てを終了した方とかは、今、給食の

メニューとかの情報も配信させていただいて

いる中で、こういう情報はもう私には関心な

いし必要じゃないよというような声も正直い

ただいています。 

 されど、必要な人にはちゃんと発信しても

らいたいという思いから、自分が望むべき情

報をいただけるような、選択できるような方

法がないかなというような意見をいただいて

いるところです。 

 今後ですけども、今現在、消費生活センタ

ー、それから市職員の募集についても別アカ

ウントで運用していますが、市全体としてア

カウントを一つにして情報発信することもや

はり検討すべきでないかというふうに、課題

として考えています。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ですよね。ほんまにそ

うなんです。最初の答弁で、いろんな情報が

一斉に入ってきたらブロックされる可能性が

あるというようなことを言うていましたけど、

そこはやり方一つですよねという。 

 自分自身もやっぱりメールとかＬＩＮＥで

様々な情報を集めています。でも、自分にと

って不要な情報は来ないようにしています。

何でかと言ったら、セグメントです。自分、

受け手側が有効な、有用な情報を今、得られ

るようになっております。 

 橋本市もこのセグメント配信というのを使

ったらどうなのかなと。受け手側、市民とい

うか橋本市に興味のある人という言い方のほ

うがいいのかもしれませんけれども、必要な

情報を選択できる制度を取れば、ブロックさ

れることはまずありません。 

 そうなった場合、金がかかるんです。でも、

何千万円もかかるわけではありません。私も

いろんなところを調べてみました。だいたい

初期投資と年間の保守管理で百数十万円、安

いところはもう100万円を切るところもあり

ました。次年度からはもう数十万円で運用で

きるのかなと。 

 ほかの自治体、いろんなところを見てみた

ら、私もよその自治体のＬＩＮＥも入ってみ

たんですけれども、見てみたら、ふるさと納

税についてすごいうまいこと動かしているな、

広報しているなというところもあったりです

とか、住民票とかも、そういうのも取れるよ

うな制度をやったり、うちのホームページは

今こんな情報を更新しましたと、これ結構大

事ですよね。よくホームページに載っけてい

ますとかという答弁をもらいますけれども、

そこに誘導する一つの手段として使われてい

るというふうに感じています。 

 もう一個あるのが、このセグメントという

制度を活用したら、どの年代が、どの地域の

方々が、どんな情報を欲しているのかという

のが分かるようになります。橋本市のいいと

ころ、11番議員の答弁でもありましたけれど

も、まちの魅力、情報発信という話もござい

ましたけれども、例えばそういった情報を発

信した場合、市内外の方を問わず、どういう
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情報を求めているのかな、あ、この情報は食

いつきがいいなというのがすぐ分かると思い

ます。 

 今、人の動向って買う時代ですよね、情報

というのは。ただ、この制度を用いることで、

お金には換えられない情報収集ができて、そ

の中から新たな施策であったり、また、サー

ビスが生まれる可能性があります。 

 自分自身、議員になった頃を考えたら、Ｓ

ＮＳについて様々な提案を行ってきました。

同僚議員も先輩議員も行っていました。当時

は全然前向きと違いました。でも、数年たっ

たらスタンダード、もうこれなしに語れない。

これは今なので、もしかしたら来年はまたこ

ろっと変わっているかもしれないですけれど

も、少なくとも今の段階ではもうスタンダー

ドモデルになっています。 

 さっきも言いましたけれども、情報の発信、

ホームページの更新という部分で考えても、

今、更新しましたよという、もしかして案内

が１個入るだけでもっと見てもらえるのかな

と。その結果、ＬＩＮＥをもっともっと登録

してもらえるようになる。 

 王寺町の例も出しましたけれども、あれは

広報広聴委員会の研修で、毎日新聞のコンク

ールのときに発表されていた事例です。今ま

で、ＬＩＮＥができたいきさつというのはも

う理解しておるんですけれども、もうこれ直

球で聞きますけれども、もうセグメントを使

って活用して、サービスを考えていく時代な

のかなというふうに思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）確かに、もう

ＬＩＮＥの利用者というのは非常に多いとい

うのが、これもう今の姿だと思っております。

ですから、これを使っていろんな情報発信な

りアクセスをしていくということが大事だと

いうふうに思います。 

 先ほど経済推進部長からも答弁がありまし

たけども、現在、複数のＬＩＮＥアカウント

を運用しております。また、フェイスブック

においても、市のホームページや新着情報や

各種募集の告知や、魅力発信記事などを発信

しているというような状況です。 

 今、直球での質問ということなんですけど

も、登録者が必要とする情報を選別できるセ

グメント機能、セグメント配信、こういった

ことの利点も含め、利用者、登録者の非常に

多いＬＩＮＥへの集約等について、費用面も

考慮する必要はありますけども、前向きに検

討してまいりたいと思いますので、ご理解と

ご協力のほうをよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）何か久しぶりにいい答

弁をもらった。どうしよう。かえって何か落

とし穴ないかなと思ってしまうから、もう質

問をやめておきます。 

 自分自身もインスタグラムとかフェイスブ

ックでよく独り言をつぶやいているんですけ

れども、使い方って、子どもに聞くんです。

これどないするんやろと。ほな、娘によく言

われるのが、もう父ちゃん、頭固いんやから、

言うとおりにしてくれと。ちゃんとするから

と。若い者には負けるよなと。意図せずに、

私が父ちゃんと呼ばれるの、ばれてしまいま

したけれども、若い者には負けるよなと。 

 じゃ、橋本市も、得意な方、得意な年代の

方々にお願いしたら、その考え方、やり方を

お願いするのも一つなのかなと思います。情

報発信したい担当課にも、やはりうちはこの

情報を発信したいんやという思いというのは

すごく必要です。 

 橋本市には広報戦略委員という方がいらっ

しゃるというふうに聞いております。例えば

ですけれども、その方々が中心となって情報
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発信について考えてみるのも一つなのかなと

いうふうに思っておりますので、市民にとっ

て有益な情報を発信できるように、改めてお

願いして、この質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君の一質問

は終わりました。 

                     

○議長（小林 弘君）お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明

２月22日午前９時30分から会議を開くことに

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日はこれにて延会いたします。ありがと

うございました。 

（午後４時43分 延会） 

                                           

 


